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吃音改善研究会の規約 

更新日：平成２１年１０月１日 

●吃音改善研究会の概略 

設立年月日：平成１４年４月１日 

組織の形態：東京言友会の公式サークル 

活動の内容：月２回の例会を中心とし、懇親会や発表会を随時行う。 

活動の拠点：東京言友会の事務所（東京都豊島区南大塚 13015）３階 

●会の理念 

参加者が自分自身の吃音問題の解決に取り組み、会活動を 

通じて、参加メンバー全員が吃音症状の改善を実現する。 

●吃音改善研究会の目的 

●吃音改善研究会の運営方針 

１．メンバー制とし、会の目的や考え方に賛同できる人を会員とする。 

２．参加者個人の自発性と意志を尊重し、会活動の強制や強要はしない。 

３．参加者が公平で平等に参加できる、秩序ある運営と進行を行う。 

４．会の目的が達成できるよう、効果的効率的な方法を追求する。 

１．参加メンバーの吃音の悩みの軽減 

２．参加メンバーの吃音症状の改善 

３．参加メンバー相互の交流と親睦
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●吃音改善研究会の会員資格と入会方法 

１．参加の対象者は、以下に該当する人を対象とします。 

①中学卒業以上の年齢で、自分の意志で判断できる人 

②吃音で困っており、吃音症状の改善を願っている人 

③例会へ安定的継続的に参加できる見込みのある人 

２．会員の追加募集は、以下のように必要に応じて募集します。 

①基本定員は１０名とし、例会運営に支障のない範囲で入会を認めます。 

②入会の単位は半年とし、半年単位で継続の更新を行います。 

③入会希望者には、２回の見学参加の後で入会の判断をして頂きます。 

３．会員種別は、以下の３種類とします。 

正 会 員 通常の会員（入会後１年間は他の会員種別へ変更不可） 

スポット会員 不定期に参加する会員(１期に２回以上の参加が条件) 
卒 業 会 員 会で卒業を承認した会員で、半年３回の参加が可能。 

●吃音改善研究会の例会と参加費用 

１．入会の単位期間は半年とし、１期に１２回の例会を開催します。 

開催期間 毎年４月から９月迄と、１０月から翌年３月迄の６ヶ月間 

開催場所 東京言友会の事務所３階（ＪＲ山手線 巣鴨駅徒歩８分） 

開催日時 毎月第２・４日曜日 １３時３０分～１７時３０分 

２．参加費は前払いとし、途中退会でも原則として返金しません。 

但し、 病気や引越等の特別の事情があれば、 残回数に応じて返金します。 

参 加 費 会員種別 

東京言友会の会員 非 会 員 

正会員 ３，０００円／半年 ６，０００円／半年 

スポット会員 １回３００円 １回６００円 

卒業会員 １回５００円 

見学参加 １回４００円 

以上


